
　市内の集合住宅（アパート・マンションなど）において、ごみ出しのルールが守られていないためにごみが回収されず、ごみ集積所が汚れている
場所が多数見受けられます。そのような状態が続くと、不法投棄などを招くおそれもあり、また、公衆衛生上支障が生じています。

ごみ集積所は清潔に保ちましょうごみ集積所は清潔に保ちましょう

　ごみ・リサイクルカレンダーを確
認して、ごみ出しのルールを守りま
しょう。
　ルールが守られていないごみは、
市では収集できません。一部の方の
不注意が、集合住宅にお住まいの皆
さんへの不快な思いにつながってし
まいます。
　「収集日を確認する」「収集日の
朝８時３０分までに出す」「正しく分
別をする」ことを徹底してください。

集合住宅に
お住まいの方へ

　集合住宅にお住まいの方でごみの出し方が分からない
とき、またはごみ集積所を管理されている建物所有者お
よび管理会社の方でごみ集積所の維持管理にお困りのと
きは、ごみ対策課へご相談ください。　集合住宅のごみ集積所は、建物所

有者または管理会社が責任を持って
清掃を行ってください。
　ルールが守られていないごみによ
り、集積所がごみで埋もれている状
態が続いた場合は、市ではその状態
が改善されるまでの間、収集を停止
することがあります。
　ごみ集積所を清潔に保つために、
ごみ出しのルールを守るとともに、
維持管理を徹底してください。

建物所有者および
管理会社の方へ

有害ごみの分別徹底をお願いします有害ごみの分別徹底をお願いします危 険

　昨年度に引き続いて、４月２１日にも、燃やすごみの中に水銀を含むご
みが混入したことが原因で浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設の排ガス
中水銀濃度が、一時的に公害防止基準値（５０μｇ／㎥Ｎ）を超える事態
が発生しました。
　燃やすごみの中に水銀などの有害物質が混入してしまうと、最悪の場
合、焼却炉の稼働停止という事態となり、３市のごみ収集・処理業務に
も影響を及ぼし、周辺住民の健康にも多大な影響を及ぼす可能性があり
ます。水銀などの有害物質を含む製品は必ず有害ごみとして分別して出
してください。

水銀製品の適切な分別を

　電池・蛍光管・水銀血圧計・水銀体温計・電球型蛍光管などの水銀製品
やライターは有害ごみです。

　水銀製品やリチウムイオン電池等は、有害ごみで
出してください！
　燃やすごみ、燃やさないごみ、プラスチックごみ
等、他のごみには絶対に混入させないで！

有害ごみの日に出してください

ライター 乾電池
蛍光管

（電球型含む） 水銀体温計
コイン型

リチウム電池 ボタン電池

電池が外せない製品（例）

　ボタン電池、モバイルバッテリー、リチウムイオン電池、充電
池等の電池が外せない製品も有害ごみで出してください。
※電池が外せない旨の張り紙をしてください

電子式
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※詳しくは、ごみ・リサイクルカレンダーでご確認ください

絶対に他のごみに混ぜないでください！
混入している場合、収集しません。

プラプラ可燃可燃不燃不燃

東京消防庁マスコット
「キュータ」

　燃やさないごみに混入したリチウムイオン電池や充
電式製品が、収集車両や処理施設での火災や爆発事故
の原因になるんだ！

東京消防庁のホームページ
「誤ったごみの分別により火災
が発生！」もご確認ください

ルールが守られていないごみ集積所

ごみ減量・
リサイクル特集
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